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事 務 連 絡 

令和２年５月１５日 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 各 種 学 校 主 管 課 

各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課 

専 修 学 校 を 置 く 国 立 大 学 法 人 担 当 課  御中 

厚 生 労 働 省 医 政 局 医 療 経 営 支 援 課 

厚生労働省社会・擁護局障害保健福祉部企画課 

 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

 

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた専門学校等における 

教育活動の実施に際しての留意事項等について（周知） 

 
 

令和２年５月 14 日，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24 年法律第 31

号）に基づき，新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され，「新型コロナウイルス

感染症対策の基本的対処方針」（以下「対処方針」という。）の改定が行われました。

これまで，全都道府県が緊急事態措置の対象とされていたところ，当該改定により，

緊急事態措置を実施すべき区域を北海道，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，京都

府，大阪府及び兵庫県とする等の変更がありました。 

緊急事態措置の対象区域から外れることとなった地域にあっても，学校における感

染拡大のリスクがなくなるものではないことから，本件対処方針の改定等を踏まえ，

各専修学校（専門課程及び一般課程）及び各種学校（以下「専門学校等」という。）に

おいて，教育活動の実施手法や態様等を変更する場合でも，引き続き，万全の感染症

対策を講じていただく必要があります。 

つきましては，専門学校等における教育活動の実施に際して，感染拡大の防止のた

めに御留意いただきたい事項等については，令和２年３月 24 日付総合教育政策局長

通知「令和２年度における専門学校等の授業の開始等について（通知）」及び令和２年

５月１日付事務連絡「専修学校等における遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等

の授業の弾力的な取扱い等について」等をもって，周知を行ってきたところですが，

状況の変化等も踏まえ，改めて下記のとおり整理いたしましたので，お知らせいたし

ます。 

【重要】 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改定により，緊急事態措置の対象区

域が縮小されたこと等を踏まえ，専門学校等における教育活動の実施に際しての留意事項等

をとりまとめましたので，お知らせいたします。関係各位におかれては，御一読をお願いい

たします。 
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各都道府県におかれては所轄の専門学校等に対して，各都道府県教育委員会におか

れては所管の専門学校等に対して，国立大学法人におかれてはその設置する専門学校

に対して，厚生労働省におかれては所管の専門学校に対して，周知されるようお願い

いたします。 

 
記 

 
１．専門学校等における授業の実施方法の変更について 
各専門学校等においては，多様なメディアを高度に利用して行う授業（以下「遠

隔授業」という。）の実施等を通じて，学校内や地域における感染拡大の防止と生徒

の学修機会の確保の両立に取り組んでいただいているところであるが，地域におけ

る感染症の発生状況や生徒の状況等を踏まえ，生徒が通学する形で行われる対面で

の授業（以下「対面授業」という。）の開始・再開等について検討する場合は，各専

門学校等が所在する都道府県等の衛生主管部局とも十分相談すること。 
また，対面授業の実施を判断する場合でも，感染拡大の防止との両立には常に御

留意いただく必要があり、たとえば，全ての授業を一斉に対面により実施するので

はなく，一部の遠隔授業は継続して実施するなど，地域の感染状況等を十分に踏ま

えながら適切に配慮いただきたいこと。 
加えて，授業の実施手法の変更等については，影響を受ける生徒の状況にも十分

に配慮しながら検討を行うとともに，当該変更等に関する情報の迅速かつ確実な伝

達や，生徒からの相談等への丁寧に対応に努めていただきたいこと。 
 
 
２．対面授業の実施等における感染拡大の防止措置について 
対面授業の開始等にあたっては，３つの条件（換気の悪い密閉空間，多くの人が

密集，近距離での会話や発話）が重なることを徹底的に回避する対策が不可欠であ

り，引き続き，万全の感染症対策を講じ，衛生環境の整備に特に御留意いただく必

要があること。その際，たとえば，対面の通学時間が通勤時間帯を避けられるよ

う，授業の開始時間を変更することや，授業を分散して実施することなどの感染リ

スクを低減するための対策について検討いただきたいこと。 
また，対面授業の開始等を行う場合であっても，たとえば，専門学校等の学校内

に不特定多数の者が出入りする状態を生じることのないよう配慮することや，施設

の出入口に消毒液等を設置することなど，学校内の衛生管理を徹底すること。 
なお，教育活動の中で感染拡大の防止のための配慮をいただくにあたっては，５

月４日の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において提言された「新しい生

活様式」も踏まえ，必要な措置を講じていただきたいこと（末尾参考ＵＲＬ参照）。 
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（参考） 

○「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」 

（2020 年５月４日新型コロナウイルス感染症対策専門家会議） 

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000629000.pdf 

 

 

○「令和２年度における専門学校等の授業の開始等について（通知）」 

  （令和２年３月 24 日付総合教育政策局長通知） 

https://www.mext.go.jp/content/20200324-mxt_kouhou01-000004520_2.pdf 

 

 

 

 

○「専修学校等における遠隔授業等の実施に係る留意点及び実習等の授業の弾力的な

取扱い等について」     （令和２年５月１日付生涯学習推進課事務連絡） 

https://www.mext.go.jp/content/20200507-mxt_kouhou01-000004520_7.pdf 

 

 
 
 

 
                  ＜本件担当＞ 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 
専修学校教育振興室専修学校第一係 
直通：０３－６７３４－２９１５ 
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（参考）新しい生活様式（「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」より抜粋） 

 

 


